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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月29日(2020.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線検出器と、発熱部材と、放射線の入射方向から見て、前記放射線検出器の背面側
に位置し、前記発熱部材と対向する位置に凹部を有する下筐体と、前記発熱部材からの熱
を前記下筐体へ伝熱するための伝熱部とを有する放射線撮影装置であって、
　前記伝熱部は、前記発熱部材と前記凹部との間に配置されるとともに、前記下筐体の内
面に沿って、前記凹部以外の領域にも連続的に配置されていることを特徴とする放射線撮
影装置。
【請求項２】
　前記伝熱部は、前記下筐体の内面全体に配置されていることを特徴とする請求項１記載
の放射線撮影装置。
【請求項３】
　前記放射線検出器は、前記下筐体と上筐体とからなる筐体の内部に配置され、前記凹部
は前記上筐体の側面まで到達するように配置されていることを特徴とする請求項１記載の
放射線撮影装置。
【請求項４】
　前記伝熱部の熱伝導率は、前記発熱部材と前記凹部との間の部分よりも、前記凹部より
延在した部分の方が高いことを特徴とする請求項１記載の放射線撮影装置。
【請求項５】
　前記伝熱部は、前記凹部より前記下筐体の中心に向かって延在して配置されていること
を特徴とする請求項１記載の放射線撮影装置。
【請求項６】
　前記伝熱部の前記下筐体とは反対側の面に、前記発熱部材と前記凹部との間の領域を除
いて、断熱部材が配置されていることを特徴とする請求項１記載の放射線撮影装置。
【請求項７】
　前記下筐体の外面側と内面側との少なくとも一方に、前記凹部と、前記凹部から前記下
筐体の端部に向かう位置に、断熱部材が配置されていることを特徴とする請求項１～６の
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何れか１項に記載の放射線撮影装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の放射線撮影装置は、放射線検出器と、発熱部材と、放射線の入射方向から見て
、前記放射線検出器の背面側に位置し、前記発熱部材と対向する位置に凹部を有する下筐
体と、前記発熱部材からの熱を前記下筐体へ伝熱するための伝熱部とを有し、前記伝熱部
は、前記発熱部材と前記凹部との間に配置されるとともに、前記下筐体の内面に沿って、
前記凹部以外の領域にも連続的に配置されていることを特徴とする。
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